
チョイソコがうら スポンサー申込書

【スポンサー加入申込期日】
① チョイソコスポンサーの満了日は2025年3月末日となります。
② 運行を中止又は終了した場合は、スポンサー特典及びスポンサー料負担を停止し、支払

い済みのスポンサー料に関しては、中止又は終了月翌月以降の差額を返金させていただ
きます。

【スポンサー料お支払い方法について】
① ご希望のスポンサープランと期間に応じたスポンサー料を一括にてお支払いをお願いい

たします。
② 振込期日は、スポンサー申込書受領翌月末までにお振込み下さい。
③ 振込手数料につきましては、スポンサー様ご負担にてお願いいたします。
④ スポンサープランに応じた特典を行うにあたり、スポンサー様に生じた費用は、スポン

サー様にご負担いただきます。

2024年　　月　　日

電話番号

メールアドレス

会社名（団体名） 印　　　　

＠

別紙、「スポンサー制度のご案内」内容について承知し、スポンサーとなることを申し込みします。

ご住所

ご担当者様

🔶お申込みいただきありがとうございます。お手数ではございますが、ご記入後下記住所
までご郵送または、FAXでご送付下さい。

〒260-8538 千葉市中央区登戸二丁目2番7号
千葉トヨタ自動車株式会社 営業支援部 営業推進課 「チョイソコ担当」宛」
TEL：043-370-3414 FAX：043-242-6949

金額(月額)

・チョイソコ車両への企業名（ロゴ）掲載（大：120×600㎜）

・チョイソコ通信又はパンフレットへの企業広告（大）

・袖ケ浦市ホームページでの企業名（ロゴ）掲載（大）

・停留所の設置（任意）※停留所の設置については、袖ケ浦市公共交通会議での承認が必要

・スポンサー認定書の発行

・チョイソコ車両への企業名（ロゴ）掲載（中：80×300㎜）

・チョイソコ通信又はパンフレットへの企業広告（中）

・袖ケ浦市ホームページでの企業名（ロゴ）掲載（中）

・停留所の設置（任意）※停留所の設置については、袖ケ浦市公共交通会議での承認が必要

・スポンサー認定書の発行

・袖ケ浦市ホームページでの企業名（ロゴ）掲載（中）

・停留所の設置（任意）※停留所の設置については、袖ケ浦市公共交通会議での承認が必要

・スポンサー認定書の発行

・袖ケ浦市ホームページでの企業名（ロゴ）掲載（小）

・停留所の設置（任意）※停留所の設置については、袖ケ浦市公共交通会議での承認が必要

税込

5,500円

税込

1,100円

シルバー

ブロンズ

ご希望プランに

「〇」を記入
プラン名称

プラチナ
税込

33,000円

ゴールド
税込

11,000円

特典等

円
スポンサー料＝プラン料金（月額）×期間（月数）


